
関東ブロック民生委員児童委員連合協議会について 

 

昭和３５年１０月、千葉県銚子市において開催された関東ブロック民生事業研究

協議会に「関東ブロック各都県市において、民生委員児童委員の有機的な組織化」

を急速に実現するようにと提案があり、昭和３６年８月２８日、千葉県船橋市で各

都県市代表者打合会を開催し、この問題に対し慎重審議の結果、今後、民生事業の

統一ある活動を進めるとともに、同労者としての精神的団結を固めるためには、関

東ブロックにおいて民生委員児童委員の組織化は必要且つ当を得たものとし、全員

の賛同を得て、昭和３６年１１月１３日、群馬県草津町において開催された関東ブ

ロック民生事業研究協議会の際に関東甲信越静民生委員児童委員連合協議会を設立

した。 

その後、昭和５０年５月１６日の理事会において、名称を関東ブロック民生委員

児童委員連合協議会に改めた。平成２２年６月２４日の理事並びに事務局長合同会

議において規約の一部が改正された。 

 

 

 

 

関東ブロック民生委員児童委員連合協議会 規約 

 

第１条 本会は関東ブロック１都１０県８市の民生委員児童委員をもって組織する。 

第２条 本会は民生委員児童委員の相互の緊密なる連絡を図り、民生委員児童委員

活動の進展に資することをもって目的とする。 

第３条 本会は前条の目的を達成するため次の事項を行う。 

（１）関東ブロック民生委員児童委員活動研究協議会の開催 

（２）各都県指定都市民生委員児童委員代表者会議の開催 

（３）その他必要とする事項 

第４条 本会に会長１名、副会長１名、理事１７名を置く。 

 ２ 役員の任期は１年とする。 

第５条 本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれに充てる。 

 ２ 会費は民生委員児童委員１人について２０円とする。 

 ３ 会費は定数をもって納入する。 

第６条 本会の事務局は会長の所に置く。 

 

附 則 

この規約は、昭和５５年４月２２日から施行する。 



 この規約は、平成元年４月２７日より施行し、会費改定については平成２年４月

１日より適用する。 

 この規約は、平成２年４月２０日から施行する。 

 この規約は、平成４年４月２３日から施行する。 

 この規約は、平成１４年６月６日一部改正し、平成１５年４月１日から施行する。 

この規約は、平成１７年６月１６日一部改正し、同日施行する。 

この規約は、平成１９年６月１４日一部改正し、平成１９年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２２年６月２４日一部改正し、同日施行する。 


